
 

伊
那
市
議
会
に
お
い
て
は
平
成

18
年
合
併
以
来
、
「
市
民
の
皆
さ
ん

と
共
に
考
え
共
に
行
動
す
る
議
会
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
議
員
定
数
の
削

減
や
一
般
質
問
の
対
面
式
一
問
一

答
方
式
、
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
の

導
入
な
ど
改
革
に
取
組
ん
で
き
ま

し
た
。 

さ
ら
に
、
平
成

22
年
の

6
月
に

は
市
民
の
皆
さ
ん
に
「
わ
か
り
や
す

く
、
身
近
に
感
じ
る
議
会
」
を
目
指

し
て
議
会
改
革
特
別
委
員
会
が
設

置
さ
れ
、
様
々
な
検
討
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。 

こ
の
委
員
会
の
現
在
の
最
重
要

課
題
は
「
議
会
基
本
条
例
」
の
制
定

で
す
。 

「
議
会
基
本
条
例
」
と
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
住
み
や
す

い
と
感
じ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
的

と
し
て
、
市
民
と
行
政
と
議
会
が
ど

 

う
携
わ
っ
て
い
き
、
情
報
公
開
の
も

と
市
民
が
参
加
で
き
る
議
会
運
営

の
基
本
事
項
を
定
め
る
条
例
で
す
。

す
で
に
一
年
半
に
渡
っ
て
研
究
を

行
い
、
先
進
地
の
事
例
研
究
や
議
会

改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
を
開
催
し

て
、
こ
の
度
委
員
会
と
し
て
の
素
案

を
作
成
し
ま
し
た
。 

今
回
市
報
（

P

00
～

P

00
に
掲

載
）
及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て

市
民
の
皆
さ
ん
に
こ
の
素
案
を
公

開
し
、
多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
の
で
素
直
な
お
考
え

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

今
後
は
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
ご
意
見
を
も
と
に
再
検

討
し
、
来
年

3
月
の
定
例
会
の
制
定

を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

議会特集 

伊
那
市
議
会
基
本
条
例
（
案
）
に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い 



伊
那
市
議
会
基
本
条
例
（
案
） 

 
条
例
の
構
成 

第
一
章 
総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
） 

第
二
章 

議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
（
第

四
条
・
第
五
条
） 

第
三
章 

議
会
運
営
の
原
則
と
議
会
の
機
能

（
第
六
条
―
第
九
条
） 

第
四
章 

市
民
と
の
関
係
（
第
十
条
―
第
十

二
条
） 

第
五
章 

市
長
等
執
行
機
関
と
の
関
係
（
第

十
三
条
―
第
十
七
条
） 

第
六
章 

議
員
の
政
治
倫
理
（
第
十
八
条
） 

第
七
章 

会
派
及
び
政
務
調
査
費
（
第
十
九

条
・
第
二
十
条
） 

第
八
章 

議
会
事
務
局
（
第
二
十
一
条
） 

第
九
章 

補
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三

条
） 

附
則 

 

前 

文 

わ
が
国
の
地
方
公
共
団
体
は
議
会
の
議

員
と
執
行
機
関
で
あ
る
長
の
い
ず
れ
を
も
直

接
公
選
と
す
る
二
元
代
表
制
を
採
用
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
そ
の
選
任
に
住
民
の
意
思
を

直
接
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
議
会
と
執
行

機
関
と
し
て
の
長
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の

立
場
に
お
い
て
相
互
に
牽
制
し
、
均
衡
と
調

和
の
関
係
を
保
持
し
て
、
公
正
で
円
滑
な
自

治
体
運
営
を
図
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
組
織
体
制
の
下
で
、
地
方
自

治
体
が
独
自
の
責
任
と
判
断
に
よ
り
、
政
策

を
立
案
し
決
定
し
て
い
く
地
域
主
権
が
進
み
、

住
民
に
最
も
身
近
な
市
町
村
の
役
割
は
一
層

重
要
と
な
り
、
特
に
市
町
村
議
会
の
果
た
す

役
割
と
責
任
は
重
く
、
住
民
か
ら
の
期
待
は

よ
り
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。 

伊
那
市
議
会
は
、
地
域
主
権
の
流
れ
で
、

こ
れ
ま
で
も
議
会
の
活
性
化
や
議
会
改
革
に

取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
改
革
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、

市
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
議
会
、
市
民
に
分
か

り
や
す
い
議
会
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を

目
指
し
て
議
会
・
議
員
の
役
割
と
責
務
を
再

認
識
し
、
議
会
の
機
能
を
よ
り
充
実
さ
せ
る

た
め
に
議
会
基
本
条
例
の
制
定
の
必
要
性
を

認
識
す
る
に
至
っ
た
。 

よ
っ
て
、
こ
こ
に
伊
那
市
議
会
は
、
二
元

代
表
制
の
下
で
の
、
議
会
・
議
員
の
あ
り
方

を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
負
託
に

こ
た
え
、
市
民
全
体
の
福
祉
の
向
上
及
び
市

政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
本

条
例
を
制
定
す
る
。 

 

    

 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
の
本
旨

に
基
づ
き
、
議
会
の
基
本
理
念
、
議
員
の

責
務
及
び
活
動
原
則
、
議
会
と
市
民
と
の

関
係
、
議
会
と
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関

（
以
下
「
市
長
等
」
と
す
る
。
）
と
の
関

係
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
議
会
に
関

す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
市
民
の
厳
粛
な
負
託
に
的
確
に
こ
た

え
、
も
っ
て
市
民
全
体
の
福
祉
の
向
上
及

び
市
政
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

議
会
は
、
市
民
の
意
思
を
市
政
に

反
映
さ
せ
る
た
め
に
公
平
か
つ
公
正
な

議
論
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
り
、
市
政
に
お

け
る
唯
一
の
議
決
機
関
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
、
真
の
地
方
自
治
の
実
現
を
目

指
す
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

議
会
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の

っ
と
り
、
各
号
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基

づ
い
た
議
会
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
市
民
に
対
す
る
積
極
的
な
情
報
の
公

開
を
図
る
と
と
も
に
、
市
民
が
参
画
し
や

す
い
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
行
う
こ
と
。 

（
二
）
市
民
の
意
思
を
的
確
に
把
握
し
、
市

政
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
。 

（
三
）
市
長
等
の
事
務
の
監
視
機
能
の
強
化

を
図
り
、
こ
れ
を
発
揮
す
る
こ
と
。 

（
四
）
政
策
の
立
案
及
び
政
策
提
言
に
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

 

《
解 

説
》 

条
例
を
制
定
す
る
に
至
っ
た
過
程
、
制
度
趣

旨
、
理
念
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

条
例
の
目
的
で
す
。
伊
那
市
議
会
は
地
方
自

治
法
の
も
と
、
議
会
・
議
員
の
あ
り
方
や
市

民
、
市
長
等
と
の
関
わ
り
な
ど
を
明
ら
か
に

し
て
い
ま
す
。 

市
民
か
ら
選
ば
れ
た
議
員
と
し
て
市
民
が
暮

ら
し
や
す
く
、
ま
た
伊
那
市
の
発
展
に
向
け

努
力
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

条
例
の
基
本
理
念
で
す
。
議
会
は
市
民
の
意

見
を
反
映
さ
せ
、
政
策
を
決
定
す
る
議
決
機

関
の
役
割
が
あ
り
ま
す
。
市
民
が
関
わ
り
な

が
ら
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
を
目
指
す

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

条
例
の
基
本
方
針
で
す
。
第
二
条
の
理
念
の

も
と
、
積
極
的
に
情
報
公
開
を
行
い
市
民
が

よ
り
関
わ
り
の
も
て
る
議
会
運
営
に
努
め
ま

す
。
市
長
等
の
政
策
の
実
行
に
伴
い
、
そ
の

事
務
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

政
策
の
立
案
し
た
り
、
提
言
し
た
り
す
る
事

を
積
極
的
に
行
う
事
を
示
し
て
い
ま
す
。 



第
二
章 

議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則 

（
議
員
の
責
務
） 

第
四
条 

議
員
は
、市
民
の
代
表
者
と
し
て
、

市
民
全
体
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
に
活

動
す
る
こ
と
に
よ
り
市
民
の
負
託
に
こ

た
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
議
員
の
活
動
原
則
） 

第
五
条 

議
員
は
、
前
条
の
責
務
を
果
た
す

た
め
、
次
に
掲
げ
る
原
則
に
基
づ
き
活
動

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
議
員
は
、
自
ら
の
資
質
の
向
上
に
努

め
る
こ
と
。 

（
二
）
議
員
は
、
市
政
全
般
の
課
題
及
び
こ

れ
に
対
す
る
市
民
の
意
思
の
把
握
に
努

め
る
こ
と
。 

（
三
）
議
員
は
、
議
会
活
動
に
つ
い
て
、
市

民
に
対
し
て
説
明
す
る
こ
と
。 

 

第
三
章 

議
会
運
営
の
原
則
と
議
会
の
機
能 

(

議
会
運
営
の
原
則
） 

第
六
条 

議
会
は
、
市
民
に
開
か
れ
た
、
分

か
り
や
す
い
議
会
運
営
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
議
員
間
討
論
の
重
視
） 

第
七
条 

議
会
は
、
言
論
の
府
と
し
て
、
ま

た
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
議
員
間
討
論

の
場
を
設
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
重
ん

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
議
会
の
機
能
） 

第
八
条 

議
会
は
、
市
長
等
の
事
務
の
執
行

の
監
視
及
び
評
価
並
び
に
政
策
の
立
案

及
び
提
言
に
関
す
る
機
能
の
強
化
を
図

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
議
長
の
責
務
） 

第
九
条 

議
長
は
、
中
立
公
正
な
職
務
の
遂

行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
民
主
的
か
つ
効

率
的
な
議
会
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 

第
四
章 

市
民
と
の
関
係 

（
市
民
の
参
画
機
会
の
充
実
） 

第
十
条 

議
会
は
、
市
民
の
意
思
を
議
会
活

動
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
市

民
の
議
会
活
動
に
参
画
す
る
機
会
の
確

保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

二 

議
会
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年

法
律
第
六
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
公
聴
会

制
度
及
び
参
考
人
制
度
を
活
用
し
、
市
民

の
意
思
を
議
会
の
審
議
に
反
映
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

三 

議
会
は
、
市
民
と
の
意
見
交
換
の
実
施

等
、
市
民
の
議
会
参
画
に
係
る
制
度
の
充

実
の
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
情
報
公
開
の
推
進
） 

第
十
一
条 

議
会
は
、
市
民
に
対
し
説
明
責

任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
開
か
れ
た
議
会

に
資
す
る
た
め
、
情
報
公
開
を
推
進
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
議
会
広
報
の
充
実
） 

第
十
二
条 

議
会
は
、
多
様
な
広
報
手
段
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
市

民
が
議
会
に
関
心
を
持
つ
よ
う
広
報
活

動
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

《
解 

説
》 

市
民
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、

市
民
が
暮
ら
し
や
す
い
伊
那
市
と
な
る
よ
う

努
力
す
る
事
を
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

前
条
に
責
務
を
果
た
す
た
め
の
活
動
原
則
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

議
員
自
身
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
努
め
る
こ
と
、

市
全
体
の
課
題
を
知
り
市
民
の
意
思
を
把
握

す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
、
市
民
に
議
会
活
動
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。 

《
解 

説
》 

市
民
に
積
極
的
に
情
報
を
公
開
し
、
分
か
り

や
す
い
議
会
運
営
を
目
指
す
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
員
間
で
の
討
論
や
政
策
論
議
の
場
を
積
極

的
に
行
い
、
言
論
の
府
と
し
て
議
会
本
来
の

機
能
を
発
揮
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
会
の
機
能
と
し
て
、
行
政
が
行
う
事
務
が

適
正
か
ど
う
か
の
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
、
政
策

の
立
案
や
提
言
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
会
を
代
表
し
て
の
議
長
の
立
場
や
民
主
的

に
ス
ム
ー
ズ
に
議
会
運
営
を
行
う
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

自
治
法
上
に
定
め
ら
れ
た
参
考
人
制
度
な
ど

あ
ら
ゆ
る
制
度
を
利
用
し
て
、
市
民
の
議
会
へ

の
積
極
的
な
関
与
を
促
し
、
市
政
の
様
々
な
課

題
や
推
進
す
る
施
策
に
対
し
多
様
な
市
民
の

意
見
を
把
握
し
、
市
民
と
議
員
の
意
見
交
換
の

実
施
な
ど
の
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
会
の
市
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
明
確
に

し
、
情
報
公
開
の
一
層
の
推
進
を
謳
っ
て
い
ま

す
。 

《
解 

説
》 

様
々
な
広
報
手
段
に
よ
り
市
民
に
関
心
を
持

た
れ
る
よ
う
な
議
会
活
動
を
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。 



第
五
章 

市
長
等
執
行
機
関
と
の
関
係 

（
市
長
等
の
関
係
の
基
本
原
則
） 

第
十
三
条 

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
下
、

市
長
等
の
事
務
が
、
適
正
、
公
平
性
か
つ

効
率
的
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
監
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
議
会
の
決
議
等
の
尊
重
） 

第
十
四
条 

市
長
等
は
、
そ
の
事
務
の
執
行

に
当
た
っ
て
は
、
議
会
に
お
け
る
決
議
、

意
見
書
及
び
提
言
を
尊
重
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
議
会
へ
の
政
策
等
の
説
明
） 

第
十
五
条 

市
長
等
は
、
市
政
に
お
け
る
重

要
な
計
画
、
政
策
及
び
課
題
を
議
会
に
対

し
て
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

 

（
議
会
活
動
の
尊
重
） 

第
十
六
条 

市
長
は
、
議
会
に
関
す
る
予
算

の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
な
議
会
活

動
の
実
施
に
差
し
支
え
な
い
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
市
長
等
の
議
員
へ
の
反
問
） 

第
十
七
条 

市
長
等
は
、
議
員
の
質
疑
又
は

質
問
に
対
し
、
議
長
又
は
委
員
長
の
許
可

を
得
て
、
反
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

第
六
章 

議
員
の
政
治
倫
理 

（
議
員
の
政
治
倫
理
） 

第
十
八
条 

議
員
は
、市
民
の
負
託
に
よ
り
、

市
民
の
代
表
と
し
て
市
政
に
携
わ
る
機

能
と
責
務
を
有
す
る
こ
と
を
自
覚
し
、
公

正
、
誠
実
及
び
清
廉
を
基
本
と
し
て
、
政

治
倫
理
の
向
上
と
確
立
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

 

第
七
章 

会
派
及
び
政
務
調
査
費 

（
会
派
） 

第
十
九
条 

議
員
は
、
議
会
活
動
を
行
う
た

め
、
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

会
派
は
、
基
本
的
理
念
及
び
政
策
が
一

致
す
る
議
員
で
構
成
し
、
議
会
活
動
を
行

う
。 

三 

会
派
は
、
政
策
の
立
案
、
決
定
、
提
言

等
に
関
し
、
会
派
間
で
調
整
を
行
い
、
合

意
形
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
政
務
調
査
費
） 

第
二
十
条 

会
派
は
、
伊
那
市
議
会
政
務
調

査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例(

平
成
一
八

年
伊
那
市
条
例
第
二
六
九
号)

の
規
定
に

基
づ
く
政
務
調
査
費
を
有
効
に
活
用
し
、

市
政
に
関
す
る
調
査
研
究
を
積
極
的
に

行
う
も
の
と
す
る
。 

二 

会
派
は
、
政
務
調
査
費
の
適
正
な
執
行

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
使
途
に

つ
い
て
は
市
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を

負
う
。 

三 

会
派
は
、
政
務
調
査
費
を
活
用
し
た
調

査
研
究
の
結
果
に
つ
い
て
、
議
長
に
報
告

す
る
と
と
も
に
議
会
活
動
の
場
で
生
か

し
て
い
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

四 

会
派
は
、
政
務
調
査
費
の
全
て
の
支
出

の
証
拠
を
明
確
に
し
、
公
表
す
る
と
と
も

に
、
政
務
調
査
費
の
透
明
性
の
向
上
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

《
解 

説
》 

そ
れ
ぞ
れ
が
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
た
市
長
と

議
員
の
各
々
独
立
し
た
関
係
の
中
で
、
議
会

の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
に
つ
い
て
示
し
て
い
ま

す
。 

《
解 

説
》 

市
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
や
陳
情
を
も
と

に
議
決
さ
れ
た
議
会
の
決
議
や
意
見
書
に
つ

い
て
市
長
が
尊
重
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま

す
。 

《
解 

説
》 

市
長
等
は
、
市
の
重
要
な
計
画
を
策
定
し
た

り
変
更
し
た
り
す
る
場
合
は
、
議
会
を
通
じ

て
市
民
に
よ
く
説
明
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま

す
。 

《
解 

説
》 

議
会
の
予
算
に
つ
い
て
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
場
に
お
け
る
議
論
を
よ
り
活
性
化
さ
せ
、

論
点
を
市
民
に
よ
り
分
か
り
や
す
く
示
し
、

活
発
な
政
策
論
争
と
な
る
よ
う
市
長
の
反
問

権
を
認
め
ま
し
た
。 

《
解 

説
》 

市
民
の
代
表
と
し
て
、
議
員
で
あ
る
と
い
う

自
覚
を
持
ち
な
が
ら
常
に
行
動
す
る
と
い
う

姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

伊
那
市
議
会
に
お
け
る
会
派
制
の
採
用
を
明

確
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
政
策
立
案
能
力

の
向
上
な
ど
の
努
力
義
務
を
う
た
っ
て
い
ま

す
。 

《
解 

説
》 

会
派
に
交
付
さ
れ
る
政
務
調
査
費
が
議
員
の

資
質
向
上
に
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
有
効
に
使

用
さ
れ
、
使
い
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。 



第
八
章 

議
会
事
務
局 

（
議
会
事
務
局
の
体
制
整
備
） 

第
二
十
一
条 

議
会
は
、
議
会
活
動
を
円
滑

か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め
、
議
会
事
務
局

の
調
査
機
能
の
充
実
強
化
及
び
組
織
体

制
の
整
備
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

第
九
章 

補
則 

（
他
の
条
例
等
の
関
係
） 

第
二
十
二
条 

こ
の
条
例
は
、
議
会
に
関
す

る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条
例
で
あ
り
、

議
会
に
関
す
る
他
の
条
例
等
を
制
定
し
、

又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

条
例
と
の
整
合
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
見
直
し
規
定
） 

第
二
十
三
条 

議
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

後
、
常
に
市
民
の
意
見
、
社
会
情
勢
の
変

化
等
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

附 
 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

《
解 

説
》 

議
会
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
の
議
会
事

務
局
の
体
制
や
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
示
し
て

い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

議
会
に
関
係
す
る
他
の
条
例
を
制
定
す
る
場

合
や
改
正
す
る
な
ど
の
時
は
こ
の
条
例
と
も

合
わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
示
し
て
い
ま
す
。 

《
解 

説
》 

 

市
民
の
意
見
や
社
会
情
勢
を
見
な
が
ら
見
直

し
が
必
要
な
と
き
は
検
討
を
し
て
対
応
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

■二元代表制(前文) 
 地方自治体において、その地域に住む住民が
市長と議員をそれぞれ直接選挙するシステムで
あり、それぞれ独立した機関となっています。
議会は市民からの意見を政策に反映して決定す
る機関、一方市長はそれを執行する機関です。
よりよいまちづくりをするために議会は執行事
務をチェックする役目もあります。両者は緊張
感とよいバランスを保ちながらまちづくりを進
めています。 

■地域主権(前文) 
地域のことは地域に住む住民が責任を持って

決めることのできるシステムを目指した地域づ
くりをいいます。 

■負託(第 1条) 
責任を持たせて任せることです。 

■議決機関(第 2条) 
市の政策を決定する機関です。（⇒執行機関 

政策や事務を行う権限を持つ機関です。） 
■合議制（第７条） 

合議によって物事を決定する制度です。行政
機関の意思が複数の構成員の合議により決定さ
れる制度です。 

■参考人（第１０条） 
委員会などで議案や請願・陳情の審査、調査の
ため必要があるときは、意見を聞くための利害
関係者や学識経験者などをいいます。 

■決議 
会議である事柄を決定することです。決定し

た議会の意思を内外に表明することです。決議
は法律に基づくものではありません。  

■意見書 
 市で対応できない重要なことについて議会
としての考えや意思を意見としてまとめた文
書です。 

■反問（第１７条） 
質問をしてきた相手に逆に問う事です。ここ

では、確認のために問う事、また対案も示せる
事を表しています。   

■会派（１９条） 
同じ政策を持つ集団を示します。  

■政務調査費（２０条） 
調査研究に必要とされる経費として会派ま

たは議員に対し交付するものです。伊那市では
会派に支給されます。 

議会基本条例 用語集 

普段の生活では耳にしない、わかりにくい言葉を説明します。 



み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を 

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す 

 

◆
応
募
者
の
要
件 

伊
那
市
に
住
所
を
有
す
る
方 

伊
那
市
に
主
な
活
動
拠
点
を
置
く
法
人
及
び

そ
の
他
団
体 

◆
意
見
提
出
方
法 

郵
送
（
12
月
28
日
必
着
） 

〒
３
９
６-

８
６
１
７ 

伊
那
市
下
新
田
３
０
５
０
番
地 

伊
那
市
議
会
事
務
局
宛 

 

フ
ァ
ッ
ク
ス
（
12
月
28
日
必
着
） 

０
２
６
５-

７
６-

９
１
１
７ 

電
子
メ
ー
ル
（
12
月
28
日
必
着
） 

gkj@inacity.jp 

（
テ
キ
ス
ト
形
式
、
ワ
ー
ド
形
式
で
お
願
い

し
ま
す
。） 

直
接
窓
口
へ
持
参
（
12
月
28
日
午
後
５
時

15
分
ま
で
） 

伊
那
市
役
所
本
庁
舎
南
棟
２
階 

議
会
事
務

局 提
出
様
式
は
特
に
定
め
て
い
ま
せ
ん
が
、
次

の
項
目
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。 

１ 

氏
名（
法
人
そ
の
他
団
体
に
あ
っ
て
は
、

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
） 

２ 

住
所
（
法
人
そ
の
他
団
体
に
あ
っ
て
は

所
在
地
） 

３ 

連
絡
先
（
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号
。

電
子
メ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
） 

４ 

案
件
名
「
伊
那
市
議
会
基
本
条
例(

案)

に
対
す
る
意
見
」 

 

◆
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て 

・
提
出
さ
れ
た
ご
意
見
を
参
考
に
、
特
別
委

員
会
と
し
て
最
終
案
を
作
成
し
、
来
年
3

月
の
定
例
議
会
に
提
案
い
た
し
ま
す
。 

・
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
こ
れ
に
対

す
る
市
議
会
特
別
委
員
会
の
考
え
方
と

と
も
に
整
理
し
た
上
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

及
び
伊
那
市
議
会
事
務
局
で
一
定
期
間

公
表
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
個
人
情
報
は

公
開
い
た
し
ま
せ
ん
。 

・
趣
旨
が
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
別

委
員
会
と
し
て
の
考
え
方
を
示
さ
な
い

事
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
理
解
下
さ
い
。 

・
個
々
の
ご
意
見
へ
の
直
接
の
回
答
は
致
し

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

        


